
Before

After

夢
を
叶
え
て
、
地
域
活
性
化

‒空
き
家
バ
ン
ク
を
知
っ
た
き
っ

か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
大
学
生
の
頃
、
社
会
問
題
な
ど
を

テ
ー
マ
に
討
論
す
る
機
会
が
あ
り
、

偶
然
「
空
き
家
問
題
」
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
色
々
調
べ

た
と
こ
ろ
、
自
分
が
住
む
庄
内
町
に

も
同
様
の
制
度
が
あ
る
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。

‒卒
業
後
、
家
業
で
あ
る
農
業
を

継
ぎ
な
が
ら
、
農
家
民
宿
を
し
た
い

と
夢
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ

と
で
す
が
…

　
当
初
は
自
宅
で
の
民
宿
を
想
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
親
も
同
居
し
て
い

た
の
で
泣
く
泣
く
断
念
。
ほ
か
を
検

討
し
始
め
た
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
空
き

家
バ
ン
ク
に
良
い
物
件
が
登
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。駅
や
飲

食
店
に
ア
ク
セ
ス
が
良
い
だ
け
で
な

く
、格
安
だ
っ
た
の
が
購
入
の
決
め
手

で
す
。
劣
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
も

あ
り
、
購
入
当
初
か
ら
D
I
Y
※3

で

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
理
想
の
ゲ
ス

ト
ハ
ウ
ス
を
造
っ
て
い
こ
う
！
と
考

え
ま
し
た
。

‒す
ご
い
決
断
で
す
ね
！
空
き
家

か
ら
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
な
た

か
の
協
力
が
あ
っ
た
の
で
す
か
？

　
今
回
の
空
き
家
を
購
入
す
る
前
、

親
し
く
し
て
い
る
遊
佐
町
の
地
域
お

こ
し
協
力
隊
か
ら
同
町
の
「
空
き
家

再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
誘
っ
て
も

ら
い
参
加
し
ま
し
た
。
空
き
家
を

D
I
Y
し
て
お
店
な
ど
に
改
修
す
る

取
組
み
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で

知
り
合
っ
た
大
学
生
や
友
人
・
知
人
、

延
べ
40
人
位
か
ら
手
伝
っ
て
も
ら
い

企画情報課　移住定住係
係長　中條義久

　増加する空き家の適正な維持
管理が全国的な課題となってい
ます。庄内町でも、町が把握して
いるだけで300軒以上の空き家
が存在していますが、中には手を
加えればまだまだ居住可能な空
き家も少なくありません。一方
で、近年の地方回帰の流れもあ
り、土地付き一戸建て住宅が比
較的安価で購入できることなど
から、問合せは増加傾向にあるの
ですが、空き家バンクへの登録物
件が少ないため、充分な紹介がで
きていません。
　使う予定のない空き家はあり
ませんか？
　空き家が増えることで、地域
の価値は下がってしまいます。
また、使っていない空き家は傷
みも早く、管理も大変になりま
すが、居住するなどして手をか
けることにより、建物を長持ち
させ、住宅としてもう一度生ま
れ変わらせることが可能です。
あなたの所有する空き家は、実
は誰かが必要としている空き家
かもしれません。今後も使う予
定のない空き家をお持ちの方は、
ぜひ空き家バンクへの登録をご
検討ください。

空き家の利活用で
まちの再生を

空き家
×

リノベーション
＝

ゲストハウス
　２年ほど前に「空き家バンク」を利用し空き家を購入。自身でリノベーシ
ョン※1した後、令和元年９月に「あまるめゲストハウス※2M

も っ け は う す

okkehouse」
をオープンさせた佐藤さんへインタビューしました。

※１　リノベーション…住宅を造り替えること。手を加えてより良くすること。
※２　ゲストハウス…宿泊客同士交流ができるスペースが存在する格安の宿泊宿※３　DIY…専門家でない人が、何かを造ったり修理したりすること。

活用事例

な
が
ら
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
お
か
げ

で
、
理
想
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
出
来

た
と
満
足
し
て
い
ま
す
。

‒す
て
き
な
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
で
き

ま
し
た
が
、
今
後
や
り
た
い
こ
と
は
？

　「
庄
内
に
は
何
も
な
い
か
ら
」と
、

町
に
閉
塞
感
を
感
じ
る
と
き
が
あ
り

ま
す
が
、こ
の
M
okkehouseを
き

っ
か
け
に
地
域
を
明
る
く
し
て
い
き

た
い
で
す
。
県
外
や
外
国
か
ら
の
ゲ

ス
ト
は
、
周
辺
を
散
策
し
な
が
ら
、

私
た
ち
が
気
づ
か
な
い
魅
力
を
見
つ

け
て
い
ま
す
。
地
域
の
活
性
化
に
は
、

こ
の
よ
う
な
ゲ
ス
ト
や
移
住
者
な
ど

の
よ
そ
者
目
線
の
意
見
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
こ
が
ゲ
ス
ト
や
移
住

者
と
の
交
流
の
場
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

▼▼▼
▼▼▼

Be
for
e

Aft
er

Be
for
e

～
空
き
家
バ
ン
ク
登
録
の
ス
ス
メ
～

今
こ
そ
、

　
生
ま
れ
変
わ
る
と
き
。

特 集

佐藤裕太さん
（榎木）
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▼▼▼

＜　★空き家登録Ｑ＆Ａ

登録された空き家の情報は、どのように公開していますか？

買主・借主はすぐ見つかりますか？

登録希望の空き家は多いですか？

家財道具が残ったままや、リフォームしないと住める状態ではない空き家で
も、登録できますか？

空き家を登録した後は、町が空き家の管理や売買・賃貸借契約の仲介をしてく
れるのですか？

町が空き家を管理し、契約の仲介を行うものではありません。空き家の管
理は、引き続き所有者ご自身でお願いします。

空き家バンク（庄内町空き家情報活用システム）とは？
　空き家バンクは、町内にある空き家を売りたい・貸
したい方と、庄内町への移住定住等を目的として空き
家を買いたい・借りたい方をマッチングするシステム
です。
　平成19年度から始まったこの取組みにより、令和元
年度までに登録された空き家58件の内、およそ８割の
46件が成約に至っています。（右図参照）

年度
項目

H19
～
Ｈ25

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R元 計

新規空き家登録数（件）21 ４ ７ ２ 10 ７ ７ 58
新規利用登録数（人） 58 14 12 ９ 15 ９ ６ 123

成約数
売買（件） ７ ２ ２ １ ７ ４ ５ 28
賃貸借（件） 11 ２ ２ ０ １ ０ ２ 18

計 18 ４ ４ １ ８ ４ ７ 46

当事者間で交渉・契約
・田舎暮らしがしたい
・マイホームが欲しい

・空き家の管理が大変
・固定資産税が負担

マッチング

利用登録 情報提供 物件登録

空き家バンク（庄内町空き家情報活用システム）
双方への情報提供、現地案内、双方の取りつなぎ、移住支援など

▼▼登録までのステップ▼▼

利
用
希
望
者

所
有
者

Step2

Step1

Step3

ご希望に応じて現地案内や見学、空き家
登録者（または仲介業者）への取りつな
ぎ等を行います。

必要書類を提出してください。
後日、担当者が現地確認に伺います。

空き家を利用したい方から照会があった
ときにご連絡します。

※トラブルを避けるため、宅地建物取引業者等の仲介をお勧めします。

必要書類を提出してください。

▶▶▶まずは担当までご相談ください！

買いたい・借りたい方

▼▼

▼
▼

▼▼▼

売りたい・貸したい方

登録希望の空き家が少ないため、空き家需要に十分応えられていないのが
現状です。空き家対策が全国的な課題となっている中、使用可能な空き家
の登録をぜひご検討ください。

空き家の状態、立地・生活環境、価格などの諸条件と、需要のタイミング
によることが大きいため、すぐに見つかるとは限りませんが、およそ８割
の成約実績があります。

町の定住支援サイトを通じてインターネット上で公開しています。

家財道具の処分経費に対する補助金や居住者によるリフォーム関連祝金な
どの活用も可能です。6ページを参照してください。

担当者が必ず空き家の状態を確認しますが、適正に管理され、家財道具の
処分やリフォームをすれば十分使用できる空き家であれば登録できます。

契約は、空き家登録者と利用登録者２者間で行うことになりますが、宅地
宅建取引業者などの仲介をお勧めします。

■問合せ：企画情報課移住定住係☎0234-42-0228

企画情報課移住定住係（☎0234-42-0228）に連絡

空き家内覧等

当事者同士での交渉・契約

空き家バンクで情報提供
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●対象空き家：
　庄内町空き家情報活用システムに登録されている空き家
●対象者：
　・�空き家の所有者または売却・賃貸を行うことがで
きる権利を有する方

　・�令和２年４月１日～令和３年３月20日に空き家
を購入した方または借り受けた方

●対象事業：
　・空き家内の家財道具その他不要物の搬出・処分
　・空き家の清掃
　・敷地内の雑草、樹木等の処分その他環境整備
●対象経費：
　�不要物の処理手数料、不要物の収集、運搬料金、家
電リサイクル料金、廃棄処分業者への委託費用、ハ
ウスクリーニング費用
●補助金額：�対象経費の1/2（上限20万円）
●�申請受付：随時受付しますが、令和３年３月31日
までに実績報告書の提出が必要となります。
■問合せ：企画情報課移住定住係☎ 0234-42-0228

●対象者：
　次の①から④までのすべてに該当する方
　①�町内で自ら居住する住宅や自ら営む店舗､併用住
宅等の新築、修繕、増改築、設置工事を行う方

　②�町内に住所を有する方、または令和３年３月20
日まで町内に転入しようとする方

　③工事の施工にあたり町内業者と契約する方
　④�同一世帯員全員が町税(国民健康保険税を含む)を
滞納していない方

　※事前着工は交付の対象となりません。
●補助金の額：
　修繕、増改築等工事について
　①新型コロナウイルス感染症対策が含まれる工事
　　→交付対象工事費の８%（上限80万円）
　②一般的な住宅の工事
　　→交付対象工事費の５%（上限80万円）
※新築工事にも利用できます。
■問合せ：建設課都市計画係☎ 0234-42-0860

●対象者：
　次の①から⑤までのすべてに該当する方
　①�町内で自ら居住する住宅の修繕、増改築工事を行う方
　②�町内に住所を有する方、または令和３年３月20
日までに町内に転入しようとする方

　③�①の工事が、減災・部分補強、寒さ対策・断熱化、
バリアフリー化、県産木材使用、克雪化、三世代
同居リフォームのいずれか１つ以上含み、かつ点
数表による点数が10点以上となる方

　④工事の施工にあたり県内業者と契約する方
　⑤�同一世帯員全員が町税(国民健康保険税を含む)を
滞納していない方

　※事前着工は交付の対象となりません。
●祝金の額：
　�世帯タイプ（三世代、移住、近居、新婚、多子世帯）や県産木材
の使用、空き家活用の有無などにより額が変わります。（対
象工事費の10%（上限12万円）～30%（上限50万円））
■問合せ：建設課都市計画係☎ 0234-42-0860

家財道具の処分経費等補助

ほかにも県の補助制度が活用できます！
中古住宅利子補給
住宅ローンの利子の一部を補助します。移住者
がいる世帯であれば補助額が２倍になります。
■問合せ：山形県県土整備部建築住宅課☎ 023-630-2433　※詳しくは問合せください。

中古住宅診断補助
中古住宅の売買時に建築士が住宅の状態を確認す
る調査で、調査費用の半額を補助します。

こんな補助制度があります

新型コロナウイルス感染症対策
住宅建設支援補助金

住宅リフォーム祝金

工事着工前に申請！

工事着工前に申請！

▼▼▼

Be
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e
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